
JP 5575334 B2 2014.8.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末の最低送
信電力を取得することであって、前記最低送信電力は、前記通信端末と前記ワイヤレス・
ネットワーク・アクセス・ポイントとの間の接続及び通信を確実にすることが可能な最小
送信電力である、前記取得することと、
　前記最低送信電力に従って、前記通信端末の送信電力を調節及び決定することと、
　を含み、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する前記通信端末
の前記最低送信電力を取得することは、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立した後に、実際の
受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と、前記通信端末の変調方
式とを取得し、前記ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と前記変調方式とに従っ
て、前記通信端末の受信信号強度の閾値を決定し、前記通信端末の現在の送信電力と、前
記通信端末の実際の受信信号強度と、前記通信端末の前記受信信号強度の閾値とに従って
、前記通信端末の前記最低送信電力を決定すること、又は、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立した後に、ワイヤ
レス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とを取得し、前記ワイヤレス・ネットワ
ーク・サービスの種類と前記変調方式とに従って、前記ワイヤレス・ネットワーク・アク
セス・ポイントの受信信号強度の閾値を決定し、前記通信端末の現在の送信電力と、無線
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インタフェース経路の送信損失値と、前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイン
トの前記受信信号強度の閾値とに従って、前記通信端末の前記最低送信電力を決定するこ
と
　を含む、
　ワイヤレスネットワーク接続のための方法。
【請求項２】
　前記無線インタフェース経路の送信損失値を取得するための方式は、
　リアルタイム測定方式により前記無線インタフェース経路の損失値を取得すること、又
は、
　予め設定された無線インタフェース経路の送信損失値を取得すること、又は、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと前記通信端末との間の通信環境
情報を取得し、前記通信環境情報と、異なる通信環境情報に対応する予め設定された無線
インタフェース経路の送信損失情報とに従って、対応する無線インタフェース経路の送信
損失値を決定すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記最低送信電力に従って前記通信端末の前記送信電力を調節及び決定することは、
　前記最低送信電力が前記通信端末の前記現在の送信電力よりも低いときは、前記通信端
末の前記送信電力が前記最低送信電力と等しくなるまで、又は現在のデータ送信サービス
の品質が予め設定された要件を満たすまで、予め設定されたステップ長に従って、前記通
信端末の送信電力を減少させること
　を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末の最低送
信電力を取得するように構成された最低送信電力取得ユニット（４０１）であって、前記
最低送信電力は、前記通信端末と前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと
の間の接続及び通信を確実にすることが可能な最小送信電力である、前記最低送信電力取
得ユニットと、
　前記最低送信電力に従って、前記通信端末の送信電力を調節及び決定するように構成さ
れた送信電力調節ユニット（４０２）と、
　を備え、
　前記最低送信電力取得ユニット（４０１）は、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続が確立された後に、実際
の受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と、前記通信端末の変調
方式とを取得し、前記ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と前記変調方式とに従
って、前記通信端末の受信信号強度の閾値を決定し、前記通信端末の現在の送信電力と、
前記通信端末の前記実際の受信信号強度と、前記通信端末の前記受信信号強度の閾値とに
従って、前記通信端末の前記最低送信電力を決定するように構成された第１の最低送信電
力取得ユニット（４０１１）、又は、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続が確立された後に、ワイ
ヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とを取得し、前記ワイヤレス・ネット
ワーク・サービスの種類と前記変調方式とに従って、前記ワイヤレス・ネットワーク・ア
クセス・ポイントの受信信号強度の閾値を決定し、前記通信端末の現在の送信電力と、無
線インタフェース経路の送信損失値と、前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイ
ントの前記受信信号強度の閾値とに従って、前記通信端末の前記最低送信電力を決定する
ように構成された第２の最低送信電力取得ユニット（４０１２）
　を備える、
　ワイヤレスネットワーク接続のための装置。
【請求項５】
　前記第２の最低送信電力取得ユニット（４０１２）は、
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　リアルタイム測定方式により前記無線インタフェース経路の送信損失値を取得するよう
に構成された第１の損失値取得ユニット（４０１２１）、又は、
　予め設定された無線インタフェース経路の送信損失値を取得するように構成された第２
の損失値取得ユニット（４０１２２）、又は、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと前記通信端末との間の通信環境
情報を取得し、前記通信環境情報と、異なる通信環境情報に対応する予め設定された無線
インタフェース経路の送信損失情報とに従って、対応する無線インタフェース経路の送信
損失値を決定するように構成された第３の損失値取得ユニット（４０１２３）
　を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記送信電力調節ユニット（４０２）は、
　前記通信端末の前記現在の送信電力と、前記最低送信電力取得ユニット（４０１）によ
って取得された前記最低送信電力を比較するように構成された送信電力決定ユニット（４
０２１）と、
　前記送信電力決定ユニット（４０２１）の判定結果が、前記最低送信電力が前記通信端
末の前記現在の送信電力よりも低いことを示すときに、前記通信端末の前記送信電力が前
記最低送信電力取得ユニット（４０１）によって取得された前記最低送信電力と等しくな
るまで、又は現在のデータ送信サービスの品質が予め設定された要件を満たすまで、予め
設定されたステップ長に従って、前記通信端末の送信電力を減少させるように構成された
送信電力減少ユニット（４０２２）と、
　を備える、請求項４又は５に記載の装置。
【請求項７】
　請求項４～請求項６のうちのいずれか１項に記載のワイヤレスネットワーク接続のため
の装置
　を備える通信端末。
【請求項８】
　コンピュータに請求項１～請求項３のうちのいずれか１項に記載の方法を実行させるコ
ンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、ワイヤレスネットワーク接続のための方法、
装置、及び端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術が発達するにつれて、ワイヤレスネットワーク技術は、空前の上昇を迎えてい
る。しかしながら、実際の用途においては、従来のワイヤレスネットワーク技術は、ある
問題を抱えている。ワイヤレスネットワーク技術の中で代表的なＷｉＦｉ（ワイヤレスフ
ィディリティ）技術が、本発明によって解決される課題を記載するために以下で例として
挙げられる。
【０００３】
　現在、ＷｉＦｉ技術は、スマートフォンを含む様々な通信端末で幅広く使用されている
。ＷｉＦｉ技術は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎワイヤレスネットワーク仕様を含み
、そしてパソコンやポータブルデバイス（例えば、ＰＤＡや携帯電話）などの通信端末を
相互接続し得る短距離ワイヤレスネットワーク技術である。一般的に、ＷｉＦｉモジュー
ルを使用する大部分の既存のＷｉＦｉ通信端末（略してＷｉＦｉ　ＳＴＡ）の定格送信電
力は、１００Ｍの範囲内でＷｉＦｉネットワークのアクセスポイント（略してＷｉＦｉ　
ＡＰ）に及ぶように、最初に１００ｍＷ（すなわち、２０ｄＢｍ）に設定される。この定
格電力は、一般的に、初期設定後には変更することが出来ない。少数のＷｉＦｉ通信端末
だけが、定格電力を手動で設定する機能をユーザに提供する。
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【０００４】
　本発明者は、少なくとも以下の問題を従来技術に見出す。
【０００５】
　第１に、図１に示されるように、従来技術においては、ＷｉＦｉ　ＳＴＡの定格送信電
力は一般的に最初に１００ｍＷに設定され、その定格電力は一般的に初期設定後に変更す
ることが出来ないので、１００ｍＷの送信電力が、ＷｉＦｉ　ＳＴＡとＷｉＦｉ　ＡＰと
の間の距離に関わらず使用され、莫大な電力消費、人体に対する莫大な放射線照射をもた
らす。
【０００６】
　第２に、従来技術においては、少数のＷｉＦｉ通信端末は、定格電力を手動で設定する
機能をユーザに提供するが、その機能の動作は複雑であり、実際の用途においては、特定
の専門知識が必要とされ、手動の設定は、時間を消費し、ユーザにとって大変な労力を要
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施形態は、通信端末が送信電力を自動的に下げることが出来、ユーザによる
手動設定という面倒を避け、電気エネルギーを節約し、放射線が減少し、ユーザにとって
便利で安全なネットワークアクセスを確実にするような、ワイヤレスネットワーク接続の
ための方法、装置、及び端末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態は、ワイヤレスネットワーク接続のための方法であって、
　ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末の最低送
信電力を取得することであって、最低送信電力は、通信端末とワイヤレス・ネットワーク
・アクセス・ポイントとの間の接続及び通信を確実にすることが可能な最小送信電力であ
る、前記取得することと、
　最低送信電力に従って、通信端末の送信電力を調節及び決定することと、
　を含む、方法を提供する。
【０００９】
　一実施形態は、ワイヤレスネットワーク接続のための装置であって、
　ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末の最低送
信電力を取得するように構成された最低送信電力取得ユニットであって、最低送信電力は
、通信端末とワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの間の接続と通信とを確
実にすることが可能な最小送信電力である、最低送信電力取得ユニットと、
　最低送信電力に従って、通信端末の送信電力を調節及び決定するように構成された送信
電力調節ユニットと、
　を含む、装置を提供する。
【００１０】
　一実施形態は、ワイヤレスネットワーク接続のための装置を含む通信端末を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　ユーザによる通信端末の送信電力の手動設定が時間を消費し多大な労力を要し、精度が
低い従来技術における課題を効率的に解決しながら、通信端末が最低送信電力で通常のワ
イヤレスアクセスを行うことが出来、通信端末によって消費される電気エネルギーが節約
され、通信端末によって発生させられる放射線が減少するように、本発明の実施形態にお
いて提供される技術的解決策を用いて、通信端末の送信電力を自動的に調節できることが
、本発明によって提供される技術的解決策から理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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　本発明の実施形態又は従来技術における技術的解決策を明確に説明するために、記載の
実施形態又は従来技術を記載するために必要とされる添付の図面が、以下で簡潔に記載さ
れる。明らかに、以下で記載される添付の図面は、単に、本発明の一部の実施形態だけに
関するものである。当業者は、革新的な作業を伴うことなく、これらの図面に基づいて他
の図面を取得し得る。
【図１】図１は、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接続の
ための方法の第１の処理の流れ図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態において提供されるデータ送信サービスの種類の規
格の概略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接
続のための方法の第２の処理の流れ図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接
続のための方法の第２の処理の流れ図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接続の
ための装置の第１の構造の概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接続の
ための装置の第２の構造の概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態において提供されるワイヤレスネットワーク接続の
ための装置の第３の構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態における技術的解決策は、本発明の実施形態において、添付の図面を
参照して以下で明確かつ完全に記載される。明らかに、以下で記載される実施形態は、本
発明の全実施形態ではなく、ほんの一部である。当業者は、創造的な努力を全く伴うこと
なく、本発明の実施形態に基づいて当業者によって導き出される他の全ての実施形態を導
き出すことが可能であり、それらの実施形態は、本発明の保護の範囲内に該当すべきであ
る。
【００１４】
　本発明の実施形態は、添付の図面を参照してさらに記載される。
【００１５】
　この実施形態において、通信端末が携帯電話であり、ワイヤレスネットワークがＷｉＦ
ｉ技術のワイヤレスネットワークである場合が、例として記載される。本発明の実施形態
において記載される通信端末は、携帯電話には限定されないことを留意されたい。同時に
、本発明の実施形態において記載されるワイヤレスネットワークは、ＷｉＦｉ技術ワイヤ
レスネットワークに限定されない。この実施形態は、本発明に関する制限を構成しない。
【００１６】
　図１及び図２に示されるように、この実施形態において提供される、ワイヤレスネット
ワーク接続のための方法の特定の実装プロセスは、以下のステップを含み得る。
【００１７】
　ステップ１１：ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通
信端末の最低送信電力を取得する。対応する最低送信電力は、通信端末とワイヤレス・ネ
ットワーク・アクセス・ポイントとの間の接続と通信とを確実にすることが可能な最小送
信電力である。
【００１８】
　例えば、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末
の最低送信電力を取得することは、以下を含み得る。
【００１９】
（１）ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立した後に、実際の
受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と、通信端末の変調方式と
を取得し、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とに従って通信端末の



(6) JP 5575334 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

受信信号強度の閾値を決定し、通信端末の現在の送信電力と、通信端末の実際の受信信号
強度と、通信端末の受信信号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定する
。
【００２０】
　具体的には、以下では、通信端末の現在の送信電力と、通信端末の実際の受信信号強度
と、通信端末の受信信号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定する原理
を記載する例として、ＷｉＦｉ技術ワイヤレスネットワークを使用する。
【００２１】
　明確で直観的な記載のために、以下の記載では、
　ＷｉＦｉネットワークのアクセスポイント（すなわち、ＷｉＦｉ　ＡＰ）の送信電力は
、Ｐ＿ＡＰと表され、
　ＷｉＦｉネットワークのアクセスポイント（すなわち、ＷｉＦｉ　ＡＰ）の受信信号強
度は、ＲＳＳＩ＿ＡＰと表され、
　ＷｉＦｉ通信端末（すなわち、ＷｉＦｉ　ＳＴＡ）の送信電力は、Ｐ＿ＳＴＡと表され
、
　ＷｉＦｉ通信端末（すなわち、ＷｉＦｉ　ＳＴＡ）の受信信号強度は、ＲＳＳＩ＿ＳＴ
Ａと表される。
【００２２】
　ＷｉＦｉ　ＡＰとＷｉＦｉ　ＳＴＡとの間の無線インタフェースの受信チャンネルと送
信チャンネルとは相互的である。従って、送信プロセスにおける無線インタフェース経路
の送信損失は、同じである。ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳが無線インタフェース経路の送信損失値
を表すために使用される場合には、下記が成り立つ。
【００２３】
　Ｐ＿ＳＴＡ＝ＲＳＳＩ＿ＡＰ＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ
【００２４】
　Ｐ＿ＡＰ＝ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ
【００２５】
　Ｐ＿ＡＰ－Ｐ＿ＳＴＡ＝ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ－ＲＳＳＩ＿ＡＰ　を引き出し得る。
【００２６】
　さらに、一般的に、Ｐ＿ＡＰとＰ＿ＳＴＡとの間の差は、定数である（例えば、その差
は、３ｄＢよりも小さい定数であり得る）ので、Ｃがこの定数を表すために使用される場
合には、Ｐ＿ＡＰ－Ｐ＿ＳＴＡ＝ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ－ＲＳＳＩ＿ＡＰ＝Ｃ
【００２７】
　上記の方程式を組み合わせることによって、下記を引き出し得る。
　Ｐ＿ＳＴＡ＝ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ－Ｃ＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ
【００２８】
　さらに分類した後に、Ｐ＿ＳＴＡ－ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ＝ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ－Ｃを引き
出し得る。Ｃ１が定数ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ－Ｃを表すために使用される場合には、Ｐ＿Ｓ
ＴＡ－ＲＳＳＩ＿ＳＴＡ＝Ｃ１である。すなわち、通信端末の送信電力と通信端末の受信
信号強度との間の差が、定数である。この定数が、通信端末の現在の送信電力と通信端末
の受信信号強度の閾値とに従って取得された場合に、通信端末の最低送信電力が、通信端
末の実際の受信信号強度に定数を加えることによって取得され得る。実施形態１：本発明
のこの実施形態における方法を用いて構成されたある携帯電話の定格送信電力は、最初、
１７ｄＢｍに設定される。この携帯電話は、１７ｄＢｍ送信電力を使用することによって
ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立し、携帯電話によって取
得された通信端末の実際の受信信号強度が、－６２ｄＢｍであり、携帯電話によって取得
されるワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とは、６Ｍｂｐｓのデータ
速度と、２．４ＧＨｚの周波数帯のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、すなわち、直交周波数分割多重；マ
ルチキャリア変調方式）方式とを含むと想定する。携帯電話の（図２に示されるような）
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予め設定されたデータ送信サービスの種類の規格によると、携帯電話の受信信号強度の閾
値は、－８２ｄＢｍであると決定し得る。それから、携帯電話の現在の送信電力（すなわ
ち、１７ｄＢｍ）と、携帯電話の受信信号強度の閾値（すなわち、－８２ｄＢｍ）とに従
って、対応する定数（すなわち、１７－８２＝－６５）が取得され得る。それから、携帯
電話の実際の受信信号強度（すなわち、－６２ｄＢｍ）に定数（すなわち、－６５）を加
えることによって、携帯電話の最低送信電力（すなわち、６２－６５＝－３ｄＢｍ）が取
得され得る。
【００２９】
（２）あるいは、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立した後
で、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とを取得し、ワイヤレス・ネ
ットワーク・サービスの種類と変調方式とに従って、ワイヤレス・ネットワーク・アクセ
ス・ポイントの受信信号強度の閾値を決定し、通信端末の現在の送信電力と、無線インタ
フェース経路の送信損失値と、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信
号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定する。
【００３０】
　具体的には、以下の記載は、通信端末の現在の送信電力と、無線インタフェース経路の
送信損失値と、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信号強度の閾値と
に従って、通信端末の最低送信電力を決定する原理を記載するための例としてＷｉＦｉ技
術のワイヤレスネットワークを使用する。
【００３１】
　明確で直観的な記載のために、以下の記載では、
　ＷｉＦｉネットワークのアクセスポイント（すなわち、ＷｉＦｉ　ＡＰ）の送信電力は
、Ｐ＿ＡＰと表され、
　ＷｉＦｉネットワークのアクセスポイント（すなわち、ＷｉＦｉ　ＡＰ）の受信信号強
度は、ＲＳＳＩ＿ＡＰと表され、
　ＷｉＦｉ通信端末（すなわち、ＷｉＦｉ　ＳＴＡ）の送信電力は、Ｐ＿ＳＴＡと表され
、
　ＷｉＦｉ通信端末（すなわち、ＷｉＦｉ　ＳＴＡ）の受信信号強度は、ＲＳＳＩ＿ＳＴ
Ａと表される。
【００３２】
　ＷｉＦｉ　ＡＰとＷｉＦｉ　ＳＴＡとの間の無線インタフェースの受信チャンネルと送
信チャンネルとは相互的である。従って、送信プロセスにおける無線インタフェース経路
の送信損失は、同じである。ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳが無線インタフェース経路の送信損失値
を表すために使用される場合には、下記が成り立つ。
【００３３】
　Ｐ＿ＳＴＡ＝ＲＳＳＩ＿ＡＰ＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ
【００３４】
　現在の状態と最低電力消費との２つの方程式が引き出され得る。
【００３５】
　Ｐ＿ＳＴＡ（現在）＝ＲＳＳＩ＿ＡＰ（現在）＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ（１）
【００３６】
　Ｐ＿ＳＴＡ（通信端末の最低送信電力）＝ＲＳＳＩ＿ＡＰ（ワイヤレス・ネットワーク
・アクセス・ポイントの受信信号強度の閾値）＋ＰＡＴＨ＿ＬＯＳＳ（２）
【００３７】
　同じ接続環境の無線インタフェース経路の送信損失値は、一定である。
【００３８】
　従って、Ｐ＿ＳＴＡ（現在）－Ｐ＿ＳＴＡ（通信端末の最低送信電力）＝ＲＳＳＩ＿Ａ
Ｐ（現在）－ＲＳＳＩ＿ＡＰ（ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信
号強度の閾値）。すなわち、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在受信
信号強度が、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信号強度の閾値にな
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るように調節されたとき、通信端末の現在の送信電力もまた通信端末の最低送信電力にな
るように調節される。さらに、通信端末の最低送信電力を取得するために、ワイヤレス・
ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク
・アクセス・ポイントの受信信号強度の閾値との間の差が取得される必要があり、それか
ら、その差が、通信端末の現在の送信電力から引かれる。実施形態２：この実施形態の方
法を用いて構成されたある携帯電話の定格送信電力が、最初、１００ｍＷ（２０ｄＢｍ）
に設定される。この携帯電話が、２０ｄＢｍの送信電力を使用することによって、ワイヤ
レス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立した後に、取得されたワイヤレ
ス・ネットワーク・サービスの種類及び変調方式は、４８Ｍｂｐｓのデータ速度及び２．
４ＧＨｚ周波数帯のＤＳＳＳ－ＯＦＤＭ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｓｐｒｅａ
ｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ、すなわち、直接スペクトラム拡散；スペクトラム拡散通信技術）
方式を含むことを想定される。それから、携帯電話の（図２に示されるような）予め設定
されたデータ送信サービスの種類の規格に従って、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス
・ポイントの受信信号強度の閾値が－６６ｄＢｍであると決定され得る。それから、携帯
電話の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）と、携帯電話の無線インタフェース経路
の送信損失値（例えば、損失値は－７６ｄＢｍであり得る）とに従って、ワイヤレス・ネ
ットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）が決
定され得る。それから、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信
号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）と、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイント
の受信信号強度の閾値（すなわち、－６６ｄＢｍ）とに従って、２つの値の間の差（すな
わち、１０ｄＢｍ）が取得され得る。それから、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、
２０ｄＢｍ）から差（すなわち、１０ｄＢｍ）を引くことによって、携帯電話の最低送信
電力（すなわち、１０ｄＢｍ）が取得され得る。
【００３９】
　さらに、無線インタフェース経路の送信損失値を取得するための方式は、
（１）リアルタイム測定方式を通じて無線インタフェース経路の送信損失値を取得するこ
と
　を含み得る。
【００４０】
　さらに、通信端末の最低送信電力が、リアルタイム測定方式により無線インタフェース
経路の送信損失値を取得することによって取得される。例えば、リアルタイム測定方式に
より取得された無線インタフェース経路の送信損失値（例えば、－７６ｄＢｍであっても
よい）と、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）とに従って、ワイヤレス
・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）
が決定され得る。それから、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受
信信号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）からワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイ
ントの受信信号強度の閾値（すなわち、－６６ｄＢｍ）を引くことによって、差（すなわ
ち、１０ｄＢｍ）が取得される。それから、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、２０
ｄＢｍ）から差（すなわち、１０ｄＢｍ）を引くことによって、通信端末の最低送信電力
（すなわち、１０ｄＢｍ）が取得され得る。
【００４１】
（２）あるいは、予め設定された無線インタフェース経路の送信損失値を取得する。
【００４２】
　さらに、取得された予め設定された無線インタフェース経路の送信損失値に従って、通
信端末の最低送信電力が取得される。例えば、携帯電話の取得された予め設定された無線
インタフェース経路の送信損失値（例えば、－７６ｄＢｍであってもよい）と、携帯電話
の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）とに従って、ワイヤレス・ネットワーク・ア
クセス・ポイントの現在の受信信号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）が決定され得る。そ
れから、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信号強度（すなわ
ち、－５６ｄＢｍ）からワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信号強度
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の閾値（例えば、－６６ｄＢｍ）を引くことによって、差（すなわち、１０ｄＢｍ）が取
得される。それから、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、－２０ｄＢｍ）から差（す
なわち、１０ｄＢｍ）を引くことによって、通信端末の最低送信電力（すなわち、１０ｄ
Ｂｍ）が取得され得る。
【００４３】
（３）あるいは、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと通信端末との間の通
信環境情報を取得し、異なる（様々な）通信環境情報に対応する予め設定された無線イン
タフェース経路の送信損失情報と通信環境情報とに従って、対応する無線インタフェース
経路送信損失値を決定する。対応する通信環境情報は、ワイヤレス・ネットワーク・アク
セス・ポイントと通信端末との間の距離の情報と、例えば、ワイヤレス・ネットワーク・
アクセス・ポイントと通信端末との間に障害物が存在するか否かなど、無線インタフェー
ス経路の送信損失に影響を与える関連情報とを含んでもよい。
【００４４】
　さらに、決定した無線インタフェース経路の送信損失値に従って、通信端末の最低送信
電力が取得される。例えば、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと通信端末
との間の距離（例えば、２０ｍであってもよい）に関して取得された情報と、異なる（様
々な）通信環境情報（すなわち、距離が２０ｍである）に対応している予め設定された無
線インタフェース経路の送信損失情報とに従って決定された対応する無線インタフェース
経路の送信損失値（例えば、その値は－７６ｄＢｍであってもよい）と、携帯電話の現在
の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）とに従って、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス
・ポイントの現在の受信信号強度（すなわち、－５６ｄＢｍ）が決定され得る。それから
、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの現在の受信信号強度（すなわち、－
５６ｄＢｍ）からワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信号強度の閾値
（すなわち、－６６ｄＢｍ）を引くことによって、差（すなわち、１０ｄＢｍ）が取得さ
れる。それから、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）から差（すなわち
、１０ｄＢｍ）を引くことによって、通信端末の最低送信電力（すなわち、１０ｄＢｍ）
が取得され得る。
【００４５】
　ステップ１２：通信端末の送信電力を減少させ、そして、通信端末が通信サービスを正
常に行うことが出来ることを確実にするように、最低送信電力に従って、通信端末の送信
電力を調節及び決定する。
【００４６】
　例えば、最低送信電力に従って通信端末の送信電力を調節及び決定するプロセスは、
　ステップ１１で取得された最低送信電力が通信端末の現在の送信電力よりも低いか否か
を判定し、低い場合には、通信端末の送信電力が最低送信電力と等しくなるか、又は現在
のデータ送信サービスの品質が予め設定された要件を満たすまで、予め設定されたステッ
プ長に従って通信端末の送信電力を減少させ、低くない場合には、通信端末の送信電力を
調節しないこと
　を対応して含み得る。
【００４７】
　具体的には、ステップ１１で取得された最低送信電力が通信端末の現在の送信電力より
も低いときは、以下の２つの解決策のうちのいずれかが処理に使用され得る。
【００４８】
（１）予め設定されたステップ長に従って通信端末の送信電力を減少させ、データ送信サ
ービスの品質を検知する。データ送信サービスの検知された品質が、データ送信サービス
の正常な実行を確実にするためのものである予め設定された安全値よりも低い場合には、
通信端末の送信電力を減少させることを停止し、データ送信サービスの品質が悪化する前
のものである臨界値に送信電力を調節する。データ送信サービスの検知された品質が、デ
ータ送信サービスの正常な実行を確実にするためのものである予め設定された安全値より
も低くない場合には、通信端末の送信電力が、ステップ１１で取得された最低送信電力と
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等しいか否かを決定する。等しい場合には、通信端末の送信電力を減少させることを停止
し、通信端末の送信電力の調節を完了し、等しくない場合には、データ送信サービスの品
質が、データ送信サービスの正常な実行を確実にするためのものである予め設定された安
全値よりも低くなるか、又は、通信端末の送信電力が、ステップ１１で取得された最低送
信電力と等しくなるまで、予め設定されたステップ長に従って通信端末の送信電力を減少
させ続ける。データ送信サービスの品質を決定するための対応する基準は、サービス品質
インジケータであるＰＥＲ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ、すなわち、パケット
誤り率）であってもよい。実施形態１に対応して、ステップ１１で取得された最低送信電
力（すなわち、－３ｄＢｍ）に従って、最低送信電力が携帯電話の現在の送信電力（すな
わち、１７ｄＢｍ）よりも低いことが決定され得る。それから、携帯電話の送信電力が、
予め設定されたステップ長（例えば、０．５ｄＢであってもよい）に従って減少され、デ
ータ送信サービスの品質が検知される。携帯電話の送信電力が－２．５ｄＢｍに減少され
、そして、データ送信サービスの検知された品質が、データ送信サービスの正常な実行を
確実にするためのものである予め設定された安全値よりも低くなるまで、携帯電話の送信
電力を減少させることが停止され、送信電力が、データ送信サービスの品質が悪化する前
のものである臨界値（すなわち、－２ｄＢｍ）に調節され、携帯電話の送信電力の調節を
完了する。実施形態２に対応して、ステップ１１で取得された最低送信電力（すなわち、
１０ｄＢｍ）に従って、最低送信電力が携帯電話の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢ
ｍ）よりも低いことが決定され得る。それから、携帯電話の送信電力が、予め設定された
ステップ長（例えば、０．５ｄＢであってもよい）に従って減少させられ、データ送信サ
ービスの品質が検知される。携帯電話の送信電力が、ステップ１１で取得された最低送信
電力（すなわち、１０ｄＢｍ）に等しくなるように減少させられるまで、データ送信サー
ビスの検知された品質が、データ送信サービスの正常な実行を確実にするためのものであ
る予め設定された安全値よりも低くなることが分からない。この場合、この時の送信電力
が、データ送信サービスの品質が悪化する前のものである臨界値として使用され、携帯電
話の送信電力を減少させることが停止され、携帯電話の送信電力の調節を完了する。
【００４９】
（２）あるいは、現在のデータ送信サービスの品質を取得及び保存し、予め設定されたス
テップ長に従って通信端末の送信電力を減少させ、それから、データ送信サービスの品質
を再び検知する。先に保存されたデータ送信サービスの品質と再び検知されたデータ送信
サービスの品質を比較し、データ送信サービスの品質がある程度まで悪化した場合には、
通信端末の送信電力を減少させることを停止し、データ送信サービスの品質が悪化する前
のものである臨界値に送信電力を調節し、データ送信サービスの品質が悪化していない場
合には、通信端末の送信電力がステップ１１において取得された最低送信電力に等しいか
否かを決定する。等しい場合には、通信端末の送信電力を減少させることを停止し、通信
端末の送信電力の調節を完了し、等しくない場合には、データ送信サービスの品質が、デ
ータ送信サービスの品質が悪化する前のものである臨界値に到達するまで、又は、通信端
末の送信電力が、ステップ１１で取得された最低送信電力に等しくなるまで、予め設定さ
れたステップ長に従って通信端末の送信電力を減少させ続ける。データ送信サービスの品
質を決定するための対応する基準は、サービス品質インジケータであるＰＥＲ（Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ、すなわち、パケット誤り率）であってもよい。実施形態１
に対応して、ステップ１１で取得された最低送信電力（すなわち、－３ｄＢｍ）に従って
、最低送信電力が携帯電話の現在の送信電力（すなわち、１７ｄＢｍ）よりも低いことが
決定され得る。それから、現在のデータ送信サービスの品質が、まず取得及び保存され、
携帯電話の送信電力が、予め設定されたステップ長（例えば、０．５ｄＢであってもよい
）に従って減少され、データ送信サービスの品質が再び検知される。携帯電話の送信電力
が－２．５ｄＢｍに減少され、再び検知されたデータ送信サービスの品質が、先に保存さ
れたデータ送信サービスの品質よりも低いことが分かるまで、すなわち、データ送信サー
ビスの品質が、ある程度まで悪化するまで、携帯電話の送信電力を減少させることが停止
され、送信電力がデータ送信サービスの品質が悪化する前のものである臨界値（すなわち
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、－２ｄＢｍ）に調節され、携帯電話の送信電力の調節が完了する。実施形態２に対応し
て、ステップ１１で取得された最低送信電力（すなわち、１０ｄＢｍ）に従って、最低送
信電力が携帯電話の現在の送信電力（すなわち、２０ｄＢｍ）よりも低いことが決定され
得る。それから、現在のデータ送信サービスの品質が、まず取得及び保存され、携帯電話
の送信電力が、予め設定されたステップ長（例えば、０．５ｄＢであってもよい）に従っ
て減少させられ、データ送信サービスの品質が再び検知される。携帯電話の送信電力が、
ステップ１１で取得された最低送信電力（すなわち、１０ｄＢｍ）に等しくなるように減
少するまで、再び検知されたデータ送信サービスの品質が、先に保存されたデータ送信サ
ービスの品質よりも低いことが分からない。この場合、この時の送信電力が、データ送信
サービスの品質が悪化する前のものである臨界値として使用され、携帯電話の送信電力を
減少させることが停止され、携帯電話の送信電力の調節を完了する。
【００５０】
　本発明の目的と技術的解決策と利点とをさらに明確にするために、以下で、実施形態と
、対応する添付の図面とを参照して詳細に、本発明の実施形態をさらに記載する。
【００５１】
　図２及び図３に示されるように、以下で、本発明の一実施形態における方法を用いて構
成されると共にＷｉＦｉ機能を有するある携帯電話を使用して、この実施形態において提
供される技術的解決策を説明する。携帯電話の初期送信電力が１７ｄＢｍである場合には
、本解決策の特定の実装プロセスは、以下のステップを含み得る。
【００５２】
　ステップ３１：通信端末の実際の受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク・サービ
スの種類と、変調方式とを取得するために、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイ
ントとの接続を確立する。
【００５３】
　具体的には、携帯電話は、１７ｄＢｍの定格電力を使用することによって、ワイヤレス
・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する。携帯電話によって取得された
通信端末の実際の受信信号強度は、－６２ｄＢｍである。携帯電話によって取得されたワ
イヤレス・ネットワーク・サービスの種類及び変調方式は、６Ｍｂｐｓのデータ速度及び
２．４ＧＨｚ周波数帯のＯＦＤＭ方式を含む。
【００５４】
　ステップ３２：ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とに従って、通
信端末の受信信号強度の閾値を決定する。
【００５５】
　具体的には、ステップ３１において取得されたワイヤレス・ネットワーク・サービスの
種類と変調方式とに従って、すなわち、データ速度は６Ｍｂｐｓであり、変調方式が２．
４ＧＨｚ周波数帯のＯＦＤＭであり、そして、携帯電話に予め設定された（図２に示され
るような）ワイヤレス・ネットワーク・デバイスの性能情報に従って、携帯電話の受信信
号強度の閾値が、－８２ｄＢｍと決定され得る。
【００５６】
　ステップ３３：通信端末の現在の送信電力と、通信端末の実際の受信信号強度と、通信
端末の受信信号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定する。
【００５７】
　具体的には、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、１７ｄＢｍ）と、携帯電話の受信
信号強度の閾値（すなわち、－８２ｄＢｍ）とに従って、対応する定数（すなわち、１７
－８２＝－６５）が取得され得る。それから、携帯電話の実際の受信信号強度（すなわち
、－６２ｄＢｍ）に定数（すなわち、－６５）を加えることによって、携帯電話の最低送
信電力（すなわち、６２－６５＝－３ｄＢｍ）が取得され得る。
【００５８】
　ステップ３４：最低送信電力が通信端末の現在の送信電力よりも低いか否かを決定し、
低い場合には、ステップ３５を実行し、低くない場合には、プロセスを終了する。
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【００５９】
　具体的には、最低送信電力がステップ３３において取得された－３ｄＢｍであることと
、現在の送信電力が携帯電話の１７ｄＢｍであることとに従って、最低送信電力（すなわ
ち、－３ｄＢｍ）が、携帯電話の現在の送信電力（すなわち、１７ｄＢｍ）よりも低いこ
とが決定され得る。それから、ステップ３５を実行する。
【００６０】
　ステップ３５：現在のデータ送信サービスの品質が、現在進行中のサービスの要件を満
たすか否かを決定し、満たす場合には、ステップ３６を実行し、満たさない場合には、携
帯電話の送信電力を減少させることを停止し、データ送信サービスの品質が悪化する前に
臨界値に送信電力を調節する。
【００６１】
　具体的には、第１の実行の間に、現在のデータ送信サービスの品質は、現在進行中の要
件を満たし、ステップ３６を実行する。第２の実行の間に、現在のデータ送信サービスの
品質は、現在進行中のサービスの要件を満たし、ステップ３６を実行する。第３の実行の
間に、現在のデータ送信サービスの品質は、現在進行中のサービスの要件を満たし、ステ
ップ３６を実行する。残りは、類推によって推測される。携帯電話の送信電力は、－２．
５ｄＢｍに減少させられるまで、現在のデータ送信サービスの品質は、現在進行中のサー
ビスの要件を満たさず、携帯電話の送信電力を減少させることが停止され、そして、送信
電力は、データ送信サービスの品質が悪化する前のものである臨界値（すなわち、－２ｄ
Ｂｍ）に調節され、携帯電話の送信電力の調節を完了する。
【００６２】
　ステップ３６：予め設定されたステップ長に従って、通信端末の送信電力を減少させる
。
【００６３】
　具体的には、第１の実行の間に、携帯電話の送信電力は、予め設定されたステップ長（
すなわち、０．５ｄＢ）に従って減少させられ、携帯電話の現在の送信電力は１６．５ｄ
Ｂｍである。第２の実行の間に、携帯電話の送信電力は、予め設定されたステップ長（す
なわち、０．５ｄＢ）に従って減少させられ、携帯電話の現在の送信電力は１６ｄＢｍで
ある。第３の実行の間に、携帯電話の送信電力は、予め設定されたステップ長（すなわち
、０．５ｄＢ）に従って減少させられ、携帯電話の現在の送信電力は１５．５ｄＢｍであ
る。残りは、類推によって推測され得る。
【００６４】
　ステップ３７：通信端末の送信電力が最低送信電力と等しいか否かを決定し、等しい場
合には、携帯電話の送信電力を減少させることを停止し、プロセスを終了し、送信電力の
調節を完了し、等しくない場合には、ステップ３５を実行する。
【００６５】
　具体的には、第１の実行の間に、通信端末の送信電力が１６．５ｄＢｍであり、最低送
信電力が－３ｄＢｍであり、通信端末の送信電力が最低送信電力に等しくないことが決定
され、ステップ３５が実行される。第２の実行の間に、通信端末の送信電力が１６ｄＢｍ
であり、最低送信電力が－３ｄＢｍであり、通信端末の送信電力が最低送信電力に等しく
ないことが決定され、ステップ３５が実行される。第３の実行の間に、通信端末の送信電
力が１５．５ｄＢｍであり、最低送信電力が－３ｄＢｍであり、通信端末の送信電力が最
低送信電力に等しくないことが決定され、ステップ３５が実行される。残りは、類推によ
って推測され得る。
【００６６】
　本発明の実施形態を実装により、通信端末は、通常のサービス用途に影響を与えること
なく、そして、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントを改変することを必要と
することなく、通信端末の送信電力を自動的に調節することが出来、ネットワークの切断
が、調節プロセスの間には生じなくてもよい。本発明の実施形態に従って、電力消費が節
約されることが出来、携帯電話の待機時間が延長されることが出来るだけでなく、人体に
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対する放射線照射も減少させることが出来ることが理解される。
【００６７】
　方法の実施形態におけるステップの全部又は一部が、関連のハードウェアに指示を与え
るプログラムによって完了され得ることが、当業者には理解され得る。プログラムは、コ
ンピュータによって読み取り可能な格納媒体に格納され得る。実行の間、プログラムは、
上記の方法のステップを実行する。格納媒体は、プログラムコードを格納可能なＲＯＭ、
ＲＡＭ、磁気ディスク、及びコンパクトディスクなどのあらゆる種類の媒体を含む。
【００６８】
　本発明の実施形態はさらに、ワイヤレスネットワーク接続のための装置を提供する。図
４は、その装置の具体的な実装構造を示す。装置は、具体的には、
　ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続を確立する通信端末の最低送
信電力を取得するように構成された最低送信電力取得ユニット４０１を含み得る。最低送
信電力は、通信端末とワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの間の接続及び
通信を確実にすることが可能な最小送信電力である。
【００６９】
　具体的には、図５に示されるように、本発明のこの実施形態において提供される最低送
信電力取得ユニット４０１は、下記を含み得る。
【００７０】
（１）ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続が確立された後に、実際
の受信信号強度と、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と、通信端末の変調方式
とを取得し、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とに従って通信端末
の受信信号強度の閾値を決定し、通信端末の現在の送信電力と、通信端末の実際の受信信
号強度と、通信端末の受信信号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定す
るように構成された第１の最低送信電力取得ユニット４０１１。
　例えば、対応する第１の最低送信電力取得ユニット４０１１は、通信端末の現在の送信
電力と通信端末の受信信号強度の決定された閾値とに従って定数を取得し、通信端末の取
得された実際の受信信号強度に定数を加えることによって通信端末の最低送信電力を取得
するように構成され得る。
【００７１】
（２）あるいは、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントとの接続が確立された
後に、ワイヤレス・ネットワーク・サービスの種類と変調方式とを取得し、ワイヤレス・
ネットワーク・サービスの種類と変調方式とに従ってワイヤレス・ネットワーク・アクセ
ス・ポイントの受信信号強度の閾値を決定し、通信端末の現在の送信電力と、無線インタ
フェース経路の送信損失値と、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントの受信信
号強度の閾値とに従って、通信端末の最低送信電力を決定するように構成された第２の最
低送信電力取得ユニット４０１２。
　例えば、対応する第２の最低送信電力取得ユニット４０１２は、通信端末の現在の送信
電力と無線インタフェース経路の送信損失値とに従ってワイヤレス・ネットワーク・アク
セス・ポイントの現在の受信信号強度を取得し、対応するワイヤレス・ネットワーク・ア
クセス・ポイントの現在の受信信号強度とワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイン
トの受信信号強度の決定された閾値との間の差を取得し、通信端末の現在の送信電力から
差を引くことによって、通信端末の最低送信電力を取得するように構成され得る。
【００７２】
　さらに、図６にも示されるように、本発明のこの実施形態において提供される第２の最
低送信電力取得ユニット４０１２は、具体的に、下記のものを含み得る。
（１）リアルタイム測定方式により無線インタフェース経路の送信損失値を取得するよう
に構成された第１の損失値取得ユニット４０１２１。
（２）あるいは、予め設定された無線インタフェース経路の送信損失値を取得するように
構成された第２の損失値取得ユニット４０１２２。
（３）あるいは、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイントと通信端末との間の通
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信環境情報を取得し、通信環境情報と、異なる通信環境情報に対応する予め設定された無
線インタフェース経路の送信損失情報とに従って、対応する無線インタフェース経路の送
信損失値を決定するように構成された第３の損失値取得ユニット４０１２３、及び、
　最低送信電力取得ユニット４０１によって取得された最低送信電力に従って通信端末の
送信電力を調節及び決定するように構成された送信電力調節ユニット４０２。
【００７３】
　具体的には、図５にも示されるように、本発明のこの実施形態において提供される送信
電力調節ユニット４０２は、以下のものを含み得る。
【００７４】
（１）通信端末の現在の送信電力と最低送信電力取得ユニット４０１によって取得された
最低送信電力を比較するように構成された送信電力決定ユニット４０２１。
　例えば、対応する送信電力決定ユニット４０２１は、通信端末の現在の送信電力と最低
送信電力取得ユニット４０１によって取得された最低送信電力を比較するように構成され
得る。最低送信電力が通信端末の現在の送信電力よりも低くない場合には、通信端末の送
信電力を調節することを必要とすることなく、プロセスを終了し、低い場合には、送信電
力減少ユニット４０２２が通信端末の現在の送信電力を調節する。
【００７５】
（２）送信電力決定ユニット４０２１の判定結果が、最低送信電力が通信端末の現在の送
信電力よりも低いことを示すときには、通信端末の送信電力が、最低送信電力取得ユニッ
ト４０１によって取得された最低送信電力に等しくなるまで、又は、現在のデータ送信サ
ービスの品質が、予め設定された要件を満たすまで、予め設定されたステップ長に従って
、通信端末の送信電力を減少させるように構成された送信電力減少ユニット４０２２。
【００７６】
　本発明の一実施形態はさらに、通信端末を提供し、図４～図６のうちの任意のものに示
されたワイヤレスネットワーク接続のための装置は、その通信端末上に配置される。
【００７７】
　装置の実施形態を実装して、通信端末は、ワイヤレス・ネットワーク・アクセス・ポイ
ントに対する改変を全く行うことなく、通信のための送信電力を自動的に調節することが
出来るので、電力消費が節約され、携帯電話の待機時間が延長するだけでなく、人体への
放射線照射が減少され、ユーザによる便利な使用が達成される。
【００７８】
　実施形態における上記の方法におけるステップの全部又は一部が、関連のハードウェア
に指示を与えるプログラムによって実装されてもよいことが、当業者には理解されよう。
プログラムは、コンピュータによって読み取り可能な格納媒体に格納されてもよい。プロ
グラムが実行される時に、実施形態において提供された方法におけるプロセスが含まれて
もよい。格納媒体は、磁気ディスク、コンパクトディスク、読み取り専用メモリ（Ｒｅａ
ｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、又はランダム・アクセス・メモリ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）であり得る。
【００７９】
　上記の記載は、単に、本発明の例示的な実施形態に関するものである。しかしながら、
本発明の保護範囲は、それらには限定されない。本発明によって開示された技術的範囲内
で当業者によって容易に考えられる改変や置換は、本発明の保護の範囲に該当する。従っ
て、本発明の保護範囲は、添付の特許請求の範囲に従うものである。
【００８０】
　本願は、「ＭＥＴＨＯＤ，ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，ＡＮＤ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＦＯＲ　
ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ」と題される、２０１０年８
月２５日に中国特許庁に出願された中国特許出願第２０１０１０２６３０８７．３号に対
する優先権を主張するものであり、その出願は、その全体が参照により組み込まれる。
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